
○
社
会
労
働
委
員
会

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　

名

提　

出　

者

（
月　

日
）

予
備
送

付
月
日

衆　

へ　

提

出
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

Ｑ
り

男
女
雇
用
平
等
法
案

中
西
珠
子
君

一
外　
　

一　
　

名

（
五
八
、
一
〇
、
一
一
）

五
八
、
一
〇
、
一
三

五
八
、
一
〇
、
一

未　
　
　
　
　
　
　
　

了

五
八
、
一
〇
、
一
三

（
予
）

４

林
業
労
働
法
案

（
一
〇
、
二
八
）

一
〇
、
三
一

一
〇
、
二
八　

未　
　
　
　
　
　
　
　

了

一
〇
、
三
一

（
予
）

５

雇
用
に
お
け
る
男
女
の
平
等
取
扱

い
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

（
一
一
〇
、
、
二
八

一
〇
、
三
一

一
〇
、
二
八　
　

未　
　
　
　
　
　
　
　
　

了

一
〇
、
三
一

（
予
）

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　

名

提　

出　

者

（
月　
　
　

日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

ｎ
乙

藤
田
高
敏
君

外　

四　

名

（
五
八
、
一
〇
、
七
）

五
八
、
一
〇
、
一
一

五
八
、
一
〇
、
一
一

（
予
）

五
八
、
一
〇
、
一
一　

未　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

了

目
黒
今
朝
次
郎
君

外　
　

五　
　

名

糸
久　

八
重
子
君

一
外　
　

三　
　

名

短
期
労
働
者
及
び
短
時
間
労
働
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
案



国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
一
七
件
）

番　
　
　
　

号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出

提　

出

月　

日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

第
九
十　

九
回

国　
　

会
1

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
鉄
道
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
九
回

国　
　

会
2

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
国
鉄
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
九
回

国　
　

会
3

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
国
鉄
動
力
労
働
組
合
関
係
）

五
八
、
七
、
一
八

五
八
、
一
二
七

受　
　
　

領

五
八
、
二
、
三

五
八
、
一
一
、
二
四

公
共
企
業
体
等

労
働
委
員
会
の

故
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

今
承
認

五
八
、
一
一
、
二
八

公
共
企
業
体
孚

労
働
委
員
会
の

繊
定
の
と
お
り

戈
砥
す
る
こ
と

を
承
認

五
八
、
九
．
八

五
八
、
一
一
、
一
七

公
共
企
業
体
等

労
働
委
員
会
の

故
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
ｙ

を
承
認

五
八
、
一
一
、
二
七

公
共
企
業
体
孚

労
働
委
員
会

故
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

會
承
認

第
九
十
九
回

国　
　

会
４

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
国
鉄
施
設
労
働
組
合
関
係
）

第
九
ト
九
回

国　
　

会
5

関
係
）

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
国
鉄
動
力
車
労
働
組
合
連
合
会



第
九
十
九
回

国　
　
 

会

6

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
国
鉄
千
葉
動
力
車
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
九
回

国　
　
 

会

7

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
日
本
電
信
電
話
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
九
回

国　
　
 

会

8

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
国
電
気
通
信
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
九
回

国　
　
 

会

9

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
専
売
労
働
組
合
関
係
）

五
八
、
七
、
一
八

五
八
、
一
一
、
一
七

受　
　
　
　

領
五
八
、
一
二
二

五
八
、
一
一
、
二
四

公
共
企
業
体
等

労
働
委
員
会
の

裁
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

を
承
認

五
八
、
一
一
、
二
八

公
共
企
業
体
等

労
働
委
員
会
の

裁
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

を
承
認

五
八
、
九
．
八

五
八
、
一
一
、
一
七

公
共
企
業
体
等

労
働
委
員
会
の

裁
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

を
承
認
｀

五
八
、
一
一
、
一
七

公
共
企
業
体
等

労
働
委
員
会
の

裁
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

を
承
認

第
九
十
九
回

国　
　
 

会

1
0

　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
日
本
郵
政
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
九
回

国　
　
 

会

1
1

　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
逓
信
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
九
回

国　
　
 
 

会

1
2

　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
日
本
林
業
労
働
組
合
関
係
「
定
員

内
職
員
及
び
常
勤
作
業
員
（
常
勤
作
業
員
の

処
遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を
含
む
。
）
」
）



番　

号

件

名

提
出

提　

出

月　

日

本
院
に
受
領

叉
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

第
九
十
九
回

国　
　

会

　
1
3

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
日
本
林
業
労
働
組
合
関
係
「
基
幹

作
業
職
員
、
常
用
作
業
員
（
常
勤
作
業
員
の

処
遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
及
び
定
期
作

業
員
」
）

第
九
十
九
回

国　
　

会

　
1
4

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
一
．

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
林
野
労
働
組
合
関
係
「
定
員
内

職
員
及
び
常
勤
作
業
員
（
常
勤
作
業
員
の
処

遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を
含
む
。
）
」
）

第
九
十
九
回

国　
　

会
1
5

 

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
林
野
労
働
組
合
関
係
「
基
幹
作

業
職
員
、
常
用
作
業
員
（
常
勤
作
業
員
の
処

遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
及
び
定
期
作
業

員
」
）

五
八
、
七
、
一
八

五
八
、
一
一
、
一
七

受　
　
　

領

五
八
、
一
一
、
二
一

五
八
、
一
一
、
一
四

公
共
企
業
体
等

労
働
委
員
会
の

政
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

を
承
認

五
八
、
一
一
、
二　

八

公
共
企
業
体
等

劣
慟
委
μ
会
の

敗
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

を
承
認

五
八
、
九
、
八

五
八
、
一
一
、
一
七

公
共
企
業
体
等

労
働
委
目
会
の

裁
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

を
承
認

五
八
、
一
一
、
一
七

公
共
企
業
休
等

労
働
委
員
会
の

政
定
の
と
お
り

実
施
す
る
こ
と

を
承
認

第
九
十
九
回

国　
　

会

　
1
6

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
吽
（
全
印
刷
局
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
九
回

国　
　

会
1
7

 

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
一
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め

る
の
件
（
全
造
幣
労
働
組
合
関
係
）



公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国

会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
鉄
道
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会

閣
議
第
一
号
）
外
一
六
件
（
い
ず
れ
も
衆
議
院
送
付
）

九
十
九
回
国
会　

五
八
、　

七
、
一
八　

内
閣
提
出

衆
継
続
審
査

百　
　

回
国
会　
　
　
　

一
一
、
一
七　

衆
議
決

一
一
、
二
八　

参
議
決

要
旨公

共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件

（
鉄
道
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
一
号
）

同
（
国
鉄
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
二
号
）

同
（
国
鉄
動
力
車
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
三
号
）

同
（
全
国
鉄
施
設
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
四
号
）

同
（
全
国
鉄
動
力
車
労
働
組
合
連
合
会
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣

議
第
五
号
）

同
（
国
鉄
千
葉
動
力
車
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第

六
号
）

一
、
各
件
は
、
右
の
各
組
合
の
要
求
に
係
る
昭
和
五
十
八
年
新
賃

金
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
行
つ
た
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員

会
の
裁
定
の
実
施
が
、
現
状
に
お
い
て
は
予
算
上
可
能
で
あ
る

と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
議
決
を
求
め
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
各
裁
定
は
、
日
本
国
有
鉄
道
の
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法

上
の
職
員
の
基
準
内
賃
金
を
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
以
降
、

一
人
当
た
り
、
同
日
現
在
の
基
準
内
賃
金
の
一
・
二
七
パ
ー
セ

ン
ト
相
当
額
に
千
百
四
十
円
を
加
え
た
額
三
千
七
百
九
十
六
円

の
原
資
を
も
つ
て
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件

（
日
本
電
信
電
話
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
七
号
）

同
（
全
国
電
気
通
信
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
八

号
）

一
、
各
件
は
、
右
の
各
組
合
の
要
求
に
係
る
昭
和
五
十
八
年
新
賃

金
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
行
つ
た
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員

会
の
裁
定
の
実
施
が
、
現
状
に
お
い
て
は
予
算
上
可
能
で
あ
る



と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
議
決
を
求
め
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
各
裁
定
は
、
日
本
電
信
電
話
公
社
の
公
共
企
業
体
等
労
働
関

係
法
上
の
職
員
の
基
準
内
賃
金
を
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日

以
降
、
一
人
当
た
り
、
同
日
現
在
の
基
準
内
賃
金
の
一
・
二
七
パ

ー
セ
ン
ト
相
当
額
に
千
百
四
十
円
を
加
え
た
額
三
千
六
百
八
十

一
円
の
原
資
を
も
つ
て
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件

（
全
専
売
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
九
号
）

一
、
本
件
は
、
右
の
組
合
の
要
求
に
係
る
昭
和
五
十
八
年
新
賃
金

に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
行
つ
た
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員
会

の
裁
定
の
実
施
が
、
現
状
に
お
い
て
は
予
算
上
可
能
で
あ
る
と

は
断
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
議
決
を
求
め
て
き

た
も
の
で
あ
る
。

二
、
本
裁
定
は
、
日
本
専
売
公
社
の
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法

上
の
職
員
の
基
準
内
賃
金
を
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
以
降
、

一
人
当
た
り
、
同
日
現
在
の
基
準
内
賃
金
の
一
・
二
七
パ
ー
セ

ン
ト
相
当
額
に
千
百
四
十
円
を
加
え
た
額
三
千
七
百
五
円
の
原

資
を
も
つ
て
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件

（
全
日
本
郵
政
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
一
〇
号
）

同
（
全
逓
信
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
一
一
号
）

一
、
各
件
は
、
右
の
各
組
合
の
要
求
に
係
る
昭
和
五
十
八
年
新
賃

金
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
行
つ
た
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員

会
の
裁
定
の
実
施
が
、
現
状
に
お
い
て
は
予
算
上
可
能
で
あ
る

と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
議
決
を
求
め
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
各
裁
定
は
、
郵
政
省
所
属
の
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
上

の
職
員
の
基
準
内
賃
金
を
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
以
降
、

一
人
当
た
り
、
同
日
現
在
の
基
準
内
賃
金
の
一
・
二
七
パ
ー
セ

ン
ト
相
当
額
に
千
百
四
十
円
を
加
え
た
額
三
千
七
百
十
五
円
の

原
資
を
も
つ
て
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。



公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件

（
日
本
林
業
労
働
組
合
関
係
「
定
員
内
職
員
及
び
常
勤
作
業
員
（
常
勤

作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を
含
む
。
）
」
）
（
第
九
十
九
回

国
会
閣
議
第
一
二
）

同
（
日
本
林
業
労
働
組
合
関
係
「
基
幹
作
業
職
員
、
常
用
作
業
員

（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
及
び
定
期
作
業
員
」
）

（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
一
三
号
）

同
（
全
林
野
労
働
組
合
関
係
「
定
員
内
職
員
及
び
常
勤
作
業
員
（
常

勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を
含
む
。
）
」
）
（
第
九
十
九

回
国
会
閣
議
第
一
四
号
）

同
（
全
林
野
労
働
組
合
関
係
「
基
幹
作
業
職
員
、
常
用
作
業
員
（
常

勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
及
び
定
期
作
業
員
」
）
（
第

九
十
九
回
国
会
閣
議
第
一
五
号
）

一
、
各
件
は
、
右
の
各
組
合
の
要
求
に
係
る
昭
和
五
十
八
年
新
賃

金
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
行
つ
た
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員

会
の
裁
定
の
実
施
が
、
現
状
に
お
い
て
は
予
算
上
可
能
で
あ
る

と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
議
決
を
求
め
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
各
裁
定
は
、
林
野
庁
所
属
の
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
上

の
職
員
の
う
ち
、
定
員
内
職
員
及
び
常
勤
作
業
員
（
常
勤
作
業

員
の
処
遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を
含
む
。
）
の
基
準
内
賃
金

を
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
以
降
、
一
人
当
た
り
、
同
日
現
在

の
基
準
内
賃
金
の
一
・
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
額
に
千
百
四
十

円
を
加
え
た
額
四
千
十
八
円
の
原
資
を
も
つ
て
引
き
上
げ
る
と

と
も
に
、
基
幹
作
業
職
員
、
常
用
作
業
員
（
常
勤
作
業
員
の
処

遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
及
び
定
期
作
業
員
の
基
準
内
賃
金

を
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
以
降
、
一
人
当
た
り
、
月
額
三
千

八
百
十
三
円
の
原
資
を
も
つ
て
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件

（
全
印
刷
局
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
一
六
号
）

一
、
本
件
は
、
右
の
組
合
の
要
求
に
係
る
昭
和
五
十
八
年
新
賃
金

に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
行
つ
た
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員
会

の
裁
定
の
実
施
が
、
現
状
に
お
い
て
は
予
算
上
可
能
で
あ
る
と

は
断
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
の
議
決
を
求
め
て
き
た

も
の
で
あ
る
。



二
、
本
裁
定
は
、
大
蔵
省
印
刷
局
所
属
の
公
共
企
業
体
等
労
働
関

　

係
法
上
の
職
員
の
基
準
内
賃
金
を
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
以

　

降
、
一
人
当
た
り
、
同
日
現
在
の
基
準
内
賃
金
の
一
・
二
七
パ
ー

　

セ
ン
ト
相
当
額
に
千
百
四
十
円
を
加
え
た
額
三
千
七
百
六
十
六

　

円
の
原
資
を
も
つ
て
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件

（
全
造
幣
労
働
組
合
関
係
）
（
第
九
十
九
回
国
会
閣
議
第
一
七
号
）

　

一
、
本
件
は
、
右
の
組
合
の
要
求
に
係
る
昭
和
五
十
八
年
新
賃
金

　
　

に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
行
つ
た
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員
会

　
　

の
裁
定
の
実
施
が
、
現
状
に
お
い
て
は
予
算
上
可
能
で
あ
る
と

　
　

は
断
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法

　
　

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
議
決
を
求
め
て
き

　
　

た
も
の
で
あ
る
。

　

二
、
本
裁
定
は
、
大
蔵
省
造
幣
局
所
属
の
公
共
企
業
体
等
労
働
関

　
　

係
法
上
の
職
員
の
基
準
内
賃
金
を
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日

　
　

以
降
、
一
人
当
た
り
、
同
日
現
在
の
基
準
内
賃
金
の
一
・
二
七
パ

　
　

ー
セ
ン
ト
相
当
額
に
千
百
四
十
円
を
加
え
た
額
三
千
七
百
八
十

　
　

六
円
の
原
資
を
も
つ
て
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十

六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
鉄

道
労
働
組
合
関
係
）
外
十
六
件
に
つ
き
ま
し
て
、
社
会
労
働
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

各
件
は
、
三
公
社
四
現
業
の
職
員
の
基
準
内
賃
金
を
、
昭
和
五
十

八
年
四
月
一
日
以
降
、
一
人
当
た
り
、
基
準
内
賃
金
の
一
・
二
七
％

相
当
額
に
千
百
四
十
円
を
加
え
た
額
の
原
資
を
も
っ
て
引
き
上
げ
る

こ
と
等
を
内
容
と
す
る
本
年
六
月
三
日
の
仲
裁
裁
定
の
実
施
に
つ
い

て
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、
各
件
は
い
ず
れ
も
全

会
一
致
を
も
っ
て
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員
会
の
裁
定
の
と
お
り
実

施
す
る
こ
と
を
承
認
す
べ
き
も
の
と
議
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




